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芦屋市みんなにやさしいお店事業の開始について 

1. 事業内容 

以下の目的のために、障がいと合理的配慮の提供への理解を深めるための市内の店舗等の取組みを支援

するもの。 

 障がいのある人などが、生活する上で生じる様々な社会的なバリアを取り除き、障がいによる差別の

解消を推進し、障がいのある人の社会参加を促進すること 

 障がいのある人とない人が共に生きる社会を目指すこと 

2. 登録できる店舗 

障がいのある人などが来店したとき、何らかの合理的配慮を提供している店舗 

（合理的配慮の具体的な内容は資料５-２参照） 

3. 登録方法 

店舗等の代表者より、以下のいずれかの方法で申請いただく。 

 所定の申請書（障がい福祉課窓口で用意） 

 WEB上の専用フォーム 

4. ポップの交付 

登録店舗へ合理的配慮の内容に合わせたポップを交付し、店舗に掲示していただく。 
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5. ＡＳＨＩＹＡみんなにやさしいお店 Ｉｎｓｔａｇrａｍの開設 

今後、登録店舗の情報（写真、ＰＲポイント等）を掲載する予定。 

６. 登録店舗数 

４店舗（令和５年 １０月１日時点） 

７. 周知方法 

 あしやトライあんぐる 

令和５年 １０月１日～１5日に Ｊ-ＣＯMにて放送（１日５回） 

 広報あしや 

令和５年 １2月号に特集記事として掲載（登録店舗へのインタビュー等） 


